
別 記 

第１号様式（第５条関係） 

 

しろい食育サポート店 申込書  

  令和元年 ６月 １日 

（宛先）白井市長  

申込者 店 舗 名   なし坊レストラン 

代表者氏名   白井 太郎 

 
 

当店（社）は、「しろい食育サポート店」の趣旨に賛同し、しろい食育サポート店事業登録基準を 

満たし、実施要領第７条の登録店の役割を遵守する店舗として、下記のとおり登録を申し込みます。 

 

記 

 

 

 

 

 

   

店舗名称 なし坊レストラン 

店舗所在地 
〒２７０－１４９２ 

白井市復１１２３ 

連絡先 

電話番号    ０４７－４９７－３４９４ 

ＦＡＸ番号 ０４７－４９２－３０３３ 

メールアドレス kenkou@city.shiroi.chiba.jp 

業種 

※該当するもの 

全ての□に✔を�

記入 

飲食店 

 

□和食   ☑洋食  □中華   □寿司   □そば・うどん 

□ラーメン □喫茶  □焼肉   □居酒屋   □カラオケ・スナック 

□ファミリーレストラン         □ファーストフード 

販売店 □惣菜店    □弁当店    □スーパー   □コンビニエンスストア 

その他 □その他（                            ） 

営業時間 
     １１ 時 ００  分  ～   ２１  時 ００  分 

その他（                                   ） 

定休日 月曜日 

駐車場 無 ・ ○有（     ５ 台） 

お店からのＰＲ 

（ホームページ掲載用） 

※６０文字程度 

白井産野菜をたっぷり使った料理を多く提供しています。特に彩り野菜のチ

キンソテーセットは女性にも子どもにも人気のメニューです。ぜひ、ご賞味

ください。 

【健康課使用欄】 登録番号：        登録年月日：     年  月  日 
         該当区分：Ａ．資料設置  Ｂ．野菜たっぷりメニュー  Ｃ．ヘルシーオーダー 

裏面へつづく→ 

記入例 



 

 

 

 

健康づくりの取り組み

（必須：2つ以上） 

※Ａ・Ｂ・Ｃの①～⑥うち、

該当するもの全ての□に

✔を記入 

 

 

【Ａ．食育に関する資料の設置】 

☑① 市が提供する食生活に関する情報資料等を店舗に設置します 

・ポスター、リーフレットなど 

【Ｂ．野菜たっぷりメニューの提供】 

☑② 野菜使用量※1が１食※2１２０ｇ以上又は単品※3７０ｇ以上のものを提供しま

す※4 

 メニュー名及び野菜使用量  （例）野菜サラダ  １００ｇ 

・ 彩り野菜のチキンソテーセット（サラダ・スープ）    １２０ｇ 

・ 白井産野菜のピクルス                  ７０ｇ 

・ ミネストローネ                     ７０ｇ 

 

 

 

  ※市ホームページに上記のメニュー写真の掲載希望がある場合は、メールにて 

写真データを添付、または本申込書に写真を添えて提出してください。   

【Ｃ．ヘルシーオーダーへの対応】 

☑③ エネルギーが気になる人への対応 

  ・ごはん、めん類など主食の量を控えめにできます 

  ・肉、魚料理などの主菜のハーフサイズや小盛りメニューがあります 

☑④ 脂質が気になる人への対応 

  ・料理に使う油の量を控えめにできます 

  ・マヨネーズ、ドレッシング等を別添えにできます 

  ・ノンオイル調味料を用意できます 

□⑤ 塩分が気になる人への対応 

  ・料理の味付けを薄味にできます 

  ・減塩の調味料を用意できます 

□⑥ 噛む力が弱くて食べにくい人への対応 

  ・包丁目を入れたり、やわらかく煮るなど、食べやすいように調理できます 

その他の取り組み（任意） 

※a～d のうち該当するもの

全ての□に✔を記入 

 

☑a  食品ロス対策（小盛りメニュー・小分け商品の提供、持ち帰り容器の提供） 

☑b  地産地消の推進（白井産・千葉県産の農産物等を使用） 

☑c  市おすすめレシピの料理の提供                

   料理 No 及び料理名  （例）１．野菜のキーマカレー 

   ７．鶏肉のトマト煮込み 

  １２．サツマイモサラダ 

   
☑d その他、健康や食育に関する取り組み                

   内容：・バターやラードの使用を控え、オリーブオイルを使用しています。 

      ・毎月必ずオリジナルの野菜メニューを提供しています。 

 

「しろい食育サポート店」申し込みに係る留意事項 

（１）申込書の記載内容は、広報や市ホームページで公開し、市民へ周知いたします。 

（２）申込書の記載内容は、本事業に関することのみに使用いたします。 

（３）申し込みに係る書類や写真等は返却いたしません。 

※1 調理前の生野菜。 
※2 「1 食」とは定食、弁当、 

セットメニューなど通常 
1 人分として提供される
もの。 

※3 「単品」とは惣菜、サイド 
メニューなどの通常 1 品
として提供されるもの。 

※4 おおむね年間を通じて 
提供しているメニューで 
あること。 

市ホームページの「しろい食育
サポート店向けおすすめレシピ
一覧」から、お店で提供できる
料理を選んで記載してください。 


